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県の回答協会からの質問・要望項　目

＜県土整備部技術管理課＞

　労働安全衛生規則第５３８条に、「事業者は、作業のため物体が飛来する

ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設

備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための

措置を講じなければならない。」とされています。

　労働安全衛生規則の趣旨を踏まえ、現場の条件に応じて適切に判断

していただき、作業に従事する方の安全確保に努めていただくようお

願いいたします。

①夏期の除草作業時などは、熱中症対策の観点から、例えば、麦

わら帽子などの風通しが良いものがふさわしいと思われるので、

安全性が確保された上で、ヘルメット着用の義務を緩和して欲

しい。

Ⅱ 熱中症対策に関
すること

＜県土整備部技術管理課＞

　夏季の過酷な作業環境下では、熱中症等のリスクがあるため、作業時

間が十分に確保できず、作業効率が低下するものと認識しております。

　国では、過年度実施した施工の実態調査をもとに、夏季の過酷な作業

環境下における作業効率の低下状況の確認を行い、歩掛補正の必要性

も含め検討を実施しています。

　今後も国の動向を注視し、歩掛補正等の改定が行われた際は速やか

に対応してまいります。

②夏期の作業全般について、熱中症対策として休憩する回数や

時間が通常より増加するので、積算の賃金を上乗せして欲しい。

＜県土整備部技術管理課＞

　本県では国土交通省の積算基準を準用しており、高木剪定は市場単

価にて積算することとしています。幹回りが120ｃｍ以上の場合や、繁

茂状況を踏まえて定期的な剪定を行っていない場合については、見積

もり徴収や特別調査を行うこととなっていることから、改めて周知し

てまいります。

　また、発生材の量については、実績に応じて変更契約で対応しており

ます。

①高木剪定においては、樹木の種類や幹回りにより作業量や発

生材の量などが大きく異なっていますが、今の積算項目では規

格区分が少ないため、実態との乖離が大きくなっています。つ

きましては、積算項目の細目化及び見積もり徴取による積算を

お願いします。

Ⅲ 高木剪定での積
算に関すること

＜環境生活部自然保護課＞

　県では、公害又は災害の防止、その他良好な生活環境を維持すること

を目的として、工場用地及びその他の用地（物流倉庫等）では１ヘクタ

ール以上、住宅用地では１０ヘクタール以上の敷地面積を有する事業所

を対象として「千葉県自然環境保全条例」に基づく「緑化協定」を締結

することで緑化及び緑地保全の推進を図っているところです。

　なお、事業を行う者が国または地方公共団体の場合には、原則として

協定を締結しないものとしています。

　また、都市部の市では条例や要綱によってより小さな面積（例：千葉

市では５００平方メートル以上）から幅広く事業所を対象にしている場合

や、緑地率を県の基準よりも高く定めている場合などもあります。

　以上のように、地域の状況に応じて県・市町村のそれぞれで緑化制度

を設けているところであり、引き続き市町村とも連携しながら緑化の

推進に努めてまいります。

①千葉県も東京都と同様に、現状の緑を減らさない取り組みを

お願いします。具体的には、開発の規制面積が１，０００㎡（自治体

の持つ敷地は２５０㎡）以上の敷地の開発や建築に緑化の指導をお

願いします。

Ⅳ 緑の保全とグリ
ーンインフラに
関すること

＜県土整備部県土整備政策課　公園緑地課＞

　県土整備部では、従来の社会資本整備や土地利用等の取組において、

グリーンインフラと称してはいないものの、自然環境が持つ防災・減災、

地域振興、環境といった各種機能を活用した取組を実施しています。

　今後も、豊かな自然環境が守られ活用されている千葉を目指し、グリ

ーンインフラの考えを取り入れつつ、それぞれの分野における施策を

進めてまいります。

②千葉県内において、グリーンインフラの実施予定及び計画は

ありますか。また、建築や道路等の公園緑地課以外への情報の

共有はなされていますか。
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＜農林水産部森林課＞
　九十九里地区の保安林整備の進捗状況ですが、津波対策としての砂
丘の整備は平成２７年度までに約１３キロメートルを完了しています。森
林整備については、ボランティア等によるものも含め、平成２４年度から
令和３年度までに約１４６ヘクタール実施し、進捗率は全体計画に対し約
５９パーセント となっています。
　平砂浦地区の進捗状況ですが、森林整備については、ボランティア等
によるものも含め、平成２４年度から令和３年度までに約３０ヘクタール
実施し、進捗率は約５０パーセントとなっています。
　今年度は、両地区とも植栽を予定しております。

①　九十九里地区及び平砂浦地区の保安林整備の進捗状況はど
のようになっていますか。
　また、今年度はどのような整備を行う予定ですか。

Ⅰ 海岸防災林の進
捗状況等に関す
ること

＜農林水産部森林課＞
　現在は、植物の生育環境として厳しい海岸の前線部（砂丘裏法面端か
ら１００ｍ未満程度の範囲）や、景観として松林が求められる箇所につい
ては、クロマツの植栽を進めていますが、前線部より内陸側については、
マツクイムシの被害や生物多様性を考慮して、広葉樹を導入すること
としています。 
　このため、森林研究所と協力し、「海岸防災林の広葉樹化方針（素案）」
を作成し内容について検討を行っているところです。
　今後の見通しですが、九十九里地区だけでも、海岸最前線部（砂丘裏
法面端から５０ｍの範囲）の植栽必要エリアが約５０ヘクタール、その後ろ
の５０～１００ｍの範囲においても約４０ヘクタールが存在しているため、今
後５年以上の期間は、前線部のクロマツの植栽を優先して進めて行く
こととなります。その期間中に、その後に控えている広葉樹の植栽に
備え、植栽方法を確立していきたいと考えております。
　部会等の開催については未定ですが、研究成果についてはある程度
まとまった段階で、情報提供していきたいと考えており、皆様からのご
意見等についても随時伺わせていただければと考えております。

②　広葉樹導入の検討状況について教えてください。
　また、海岸前線部より内陸側についてはいつどのように進め
ていくお考えですか。
　今後の見通しなどの共通認識を持つ場として海岸県有保安林
再生部会等の開催をお願いします。

＜農林水産部森林課＞
　令和４年度の抵抗性クロマツコンテナ苗の供給量は３～４万本を予
定しています。 令和３年度の活着率は以下のとおりです。（植栽後９０
日経過の活着率）

③　北部林業事務所防災林造成工事では、抵抗性クロマツのコ
ンテナ苗が使用されていますが、今年度の抵抗性クロマツコン
テナ苗の供給量はどの位を予定していますか。
　また、令和３年度の活着率はどの位ですか。

【当協会の質問・要望と県の回答】（農林水産部）

26

　４月２５日～２６日にかけて、熊本県で行われている
「第３８回全国都市緑化くまもとフェア　くまもと花と
みどりの博覧会」に広報委員４名で視察に行ってまい
りました。
　熊本フェアは、熊本城公園及び広場一帯で行われて
いる「街なかエリア」、水前寺江津湖公園一帯で行われ
ている「水辺エリア」、立田山で行われている「まち山
エリア」の３つのメイン会場で構成されています。
　フェアは熊本市全域で行われており、２日間ですべ
てを視察することは不可能なため、初日は「街なかエ
リア」２日目は「水辺エリア」を中心に視察すること
にしました。
　１日目は気温が２５度を超える汗ばむ陽気の中、熊本
城ホール～辛島公園～サンロード新市街～下道アーケ
ード～熊本城までの「街なかエリア」を、徒歩で視察
しました。サンロード新市街入口では、写真スポット
である巨大な立体花壇のくまモンが出迎えてくれまし
た。その後、アーケード内に設置された、全国の造園

技術の匠による華麗な技を駆使した作品を見て回り、
配置・見せ方・技術等に感心させられるばかりでした。
　その後、歩き疲れた私達は、昭和の雰囲気を醸し出
しているお洒落な喫茶店に入り、十分に休憩して英気
を養った後、熊本城を訪れました。報道では復興がか
なり進んでいるという認識でしたが、傷跡はいたると
ころに見受けられ、震災の大きさを感じました。また、
熊本城周辺に植えられていた樹木の大きさには目を見
張りました。特に幹周が５メートルはあろうかという
クスノキの巨大さに、歴史を感じさせられました。
　２日目は、朝から荒天の予報でしたが、午前中は天
気が持つとのことでしたので急いで「水辺エリア」内
の熊本市動植物園に向かいました。早い時間と言うこ
ともあり、貸し切り状態で鑑賞することができました。
そこには高低差を活かした奥行きのある広大な大花壇
があり、視察時には“火の国くまもと”を表す赤系の
花が植えられていました。フェア後半には“くまもと
の美しい水”を思わせる青系の花へとイメージチェン

アーケード内展示作品 熊本城巨木クスノキ
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ジするとのことでした。企業・団体等の出展庭園や、
高校生が出展した庭園・全国デザインコンクール受賞
庭園をじっくりと視察し、動物と植物の混合展示で動
物が生息する森を再現した大温室を見て回り、熊本市
動植物園を後にしました。
　その後、シャトルバスで水辺エリア内にある国の名
勝・史跡に指定されている肥後細川家ゆかりの日本庭
園の水前寺成趣園に向かいました。参道の竹灯篭のオ
ブジェを視察している最中に雨が降り出したため、庭
園内に入りませんでしたが、また晴天時に訪れ庭園内
を散策し、夜間に幻想的であろう参道の竹あかりを体
験したいと思いました。
　雨は３１㎜/hと猛烈であったため、急いで路面電車に
乗り、バスターミナルに向かいました。熊本で春の嵐
を味わい、九州の雨のすごさを実感しながら帰路につ
きました。
　市内全域が、熊本の緑や水、歴史・文化を象徴する

メイン会場となっており、フェアを見て回ることで熊
本の魅力を堪能できる素晴らしいフェアだと思いまし
た。

（海瀬大五郎）

動植物園

立体花壇くまモン

水前寺成趣園竹灯篭

動植物園大花壇

高校生出展作品

千葉市立千草台小学校
　千葉県魅力ある建設事業推進協議会（CCIちば）は、
10月23日（水）千葉市立千草台小学校 6 年生約70人を
対象に、建設業に関する「出張授業」を開催いたしま
した。
　今回の授業は、昨年度より実施されている「造園業
特化型建築プログラム」として行われました。
　当協会から広報委員長の湯浅　浩一さん(㈱ユアサ
園芸)、委員の海瀬　大五郎さん(㈱サンライズグリー
ン)が講師として参加しました。
　NPO法人企業教育研究会の市野　敬介さんが司会
進行を務め、 3 時間目（45分間）に授業を行いました。
　まず、市野さんが「千葉県の建設業のお仕事」をテ
ーマに、「学校の建築現場」を題材にして、 5 人の人
物の仕事を、場所と道具を照らし合わせてクイズ形式
で楽しく伝えていきました。
　次に造園業の紹介として、湯浅さんが、市川市の姉
妹都市であるフランスのイッシー・レ・ムリノー市に
造った日本庭園「市川庭園」の話をしました。
　当時、湯浅さんが代表理事を務めていた市川造園建設
業協同組合に、市川市から庭園を造ることを提案されて実

施した経緯や、灯篭を日本から運んだこと、日本のような松
がなく苦労したこと、飛石の施工に苦労したこと、竣工式
で桜の木を植樹したことを話しました。
　次に海瀬さんが、造園工事の紹介として、市川市に
令和 5 年 3 月にオープンした公園「ぴあぱーく妙典」
について話しました。
　「身障者の方とも一緒に遊べるインクルーシブな公
園」のコンセプトのもとに造られた、車いすに乗った
まま遊べる「築山遊具」や、階段でなくスロープで上
がることができ、幅が広く保護者と一緒に滑れる「す
べり台」を紹介しました。
　また、「どろんこ広場」や「土管のトンネル」「人工
芝で滑って遊べる山」があり、自分で遊びを考えて遊
べる公園であることを説明しました。
　最後に講師 2 名より、「造園業は、工事の最後に行
う作業であり、出来栄えが工事全体の印象を決める非
常に大切な業種です。女性の感性が活かせる仕事でも
あります。是非女性の方にも興味を持っていただき、
大人になって造園業を選んでくれたらうれしい」と伝
え、大変好評の中、授業を終えました。

（広報委員　海瀬大五郎）

千葉県魅力ある建設業推進協議会（CCIちば）
小学校出張授業

協会活動

千葉市立千草台小学校　出張授業風景

13



16

県の回答協会からの質問・要望項　目

＜県土整備部技術管理課＞

　労働安全衛生規則第５３８条に、「事業者は、作業のため物体が飛来する

ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設

備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための

措置を講じなければならない。」とされています。

　労働安全衛生規則の趣旨を踏まえ、現場の条件に応じて適切に判断

していただき、作業に従事する方の安全確保に努めていただくようお

願いいたします。

①夏期の除草作業時などは、熱中症対策の観点から、例えば、麦

わら帽子などの風通しが良いものがふさわしいと思われるので、

安全性が確保された上で、ヘルメット着用の義務を緩和して欲

しい。

Ⅱ 熱中症対策に関
すること

＜県土整備部技術管理課＞

　夏季の過酷な作業環境下では、熱中症等のリスクがあるため、作業時

間が十分に確保できず、作業効率が低下するものと認識しております。

　国では、過年度実施した施工の実態調査をもとに、夏季の過酷な作業

環境下における作業効率の低下状況の確認を行い、歩掛補正の必要性

も含め検討を実施しています。

　今後も国の動向を注視し、歩掛補正等の改定が行われた際は速やか

に対応してまいります。

②夏期の作業全般について、熱中症対策として休憩する回数や

時間が通常より増加するので、積算の賃金を上乗せして欲しい。

＜県土整備部技術管理課＞

　本県では国土交通省の積算基準を準用しており、高木剪定は市場単

価にて積算することとしています。幹回りが120ｃｍ以上の場合や、繁

茂状況を踏まえて定期的な剪定を行っていない場合については、見積

もり徴収や特別調査を行うこととなっていることから、改めて周知し

てまいります。

　また、発生材の量については、実績に応じて変更契約で対応しており

ます。

①高木剪定においては、樹木の種類や幹回りにより作業量や発

生材の量などが大きく異なっていますが、今の積算項目では規

格区分が少ないため、実態との乖離が大きくなっています。つ

きましては、積算項目の細目化及び見積もり徴取による積算を

お願いします。

Ⅲ 高木剪定での積
算に関すること

＜環境生活部自然保護課＞

　県では、公害又は災害の防止、その他良好な生活環境を維持すること

を目的として、工場用地及びその他の用地（物流倉庫等）では１ヘクタ

ール以上、住宅用地では１０ヘクタール以上の敷地面積を有する事業所

を対象として「千葉県自然環境保全条例」に基づく「緑化協定」を締結

することで緑化及び緑地保全の推進を図っているところです。

　なお、事業を行う者が国または地方公共団体の場合には、原則として

協定を締結しないものとしています。

　また、都市部の市では条例や要綱によってより小さな面積（例：千葉

市では５００平方メートル以上）から幅広く事業所を対象にしている場合

や、緑地率を県の基準よりも高く定めている場合などもあります。

　以上のように、地域の状況に応じて県・市町村のそれぞれで緑化制度

を設けているところであり、引き続き市町村とも連携しながら緑化の

推進に努めてまいります。

①千葉県も東京都と同様に、現状の緑を減らさない取り組みを

お願いします。具体的には、開発の規制面積が１，０００㎡（自治体

の持つ敷地は２５０㎡）以上の敷地の開発や建築に緑化の指導をお

願いします。

Ⅳ 緑の保全とグリ
ーンインフラに
関すること

＜県土整備部県土整備政策課　公園緑地課＞

　県土整備部では、従来の社会資本整備や土地利用等の取組において、

グリーンインフラと称してはいないものの、自然環境が持つ防災・減災、

地域振興、環境といった各種機能を活用した取組を実施しています。

　今後も、豊かな自然環境が守られ活用されている千葉を目指し、グリ

ーンインフラの考えを取り入れつつ、それぞれの分野における施策を

進めてまいります。

②千葉県内において、グリーンインフラの実施予定及び計画は

ありますか。また、建築や道路等の公園緑地課以外への情報の

共有はなされていますか。
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＜農林水産部森林課＞
　九十九里地区の保安林整備の進捗状況ですが、津波対策としての砂
丘の整備は平成２７年度までに約１３キロメートルを完了しています。森
林整備については、ボランティア等によるものも含め、平成２４年度から
令和３年度までに約１４６ヘクタール実施し、進捗率は全体計画に対し約
５９パーセント となっています。
　平砂浦地区の進捗状況ですが、森林整備については、ボランティア等
によるものも含め、平成２４年度から令和３年度までに約３０ヘクタール
実施し、進捗率は約５０パーセントとなっています。
　今年度は、両地区とも植栽を予定しております。

①　九十九里地区及び平砂浦地区の保安林整備の進捗状況はど
のようになっていますか。
　また、今年度はどのような整備を行う予定ですか。

Ⅰ 海岸防災林の進
捗状況等に関す
ること

＜農林水産部森林課＞
　現在は、植物の生育環境として厳しい海岸の前線部（砂丘裏法面端か
ら１００ｍ未満程度の範囲）や、景観として松林が求められる箇所につい
ては、クロマツの植栽を進めていますが、前線部より内陸側については、
マツクイムシの被害や生物多様性を考慮して、広葉樹を導入すること
としています。 
　このため、森林研究所と協力し、「海岸防災林の広葉樹化方針（素案）」
を作成し内容について検討を行っているところです。
　今後の見通しですが、九十九里地区だけでも、海岸最前線部（砂丘裏
法面端から５０ｍの範囲）の植栽必要エリアが約５０ヘクタール、その後ろ
の５０～１００ｍの範囲においても約４０ヘクタールが存在しているため、今
後５年以上の期間は、前線部のクロマツの植栽を優先して進めて行く
こととなります。その期間中に、その後に控えている広葉樹の植栽に
備え、植栽方法を確立していきたいと考えております。
　部会等の開催については未定ですが、研究成果についてはある程度
まとまった段階で、情報提供していきたいと考えており、皆様からのご
意見等についても随時伺わせていただければと考えております。

②　広葉樹導入の検討状況について教えてください。
　また、海岸前線部より内陸側についてはいつどのように進め
ていくお考えですか。
　今後の見通しなどの共通認識を持つ場として海岸県有保安林
再生部会等の開催をお願いします。

＜農林水産部森林課＞
　令和４年度の抵抗性クロマツコンテナ苗の供給量は３～４万本を予
定しています。 令和３年度の活着率は以下のとおりです。（植栽後９０
日経過の活着率）

③　北部林業事務所防災林造成工事では、抵抗性クロマツのコ
ンテナ苗が使用されていますが、今年度の抵抗性クロマツコン
テナ苗の供給量はどの位を予定していますか。
　また、令和３年度の活着率はどの位ですか。

【当協会の質問・要望と県の回答】（農林水産部）千葉市立畑小学校
　千葉県魅力ある建設事業推進協議会（CCIちば）は、
11月28日（木）に花見川区にある千葉市立畑小学校に
て 6 年生の45人を対象に、建設業に関する「出張授業」
を開催いたしました。
　今回の授業も、昨年同様に「造園業特化型建築プログ
ラム」の一環として行われ、当協会広報委員会の副委員
長の松戸　克浩さん（㈱新松戸造園）と委員の豊田　祐
二さん(京成バラ園芸㈱)が講師として参加しました。
　授業はNPO法人企業教育研究会の市野　敬介さん
が司会進行を務め、 4 時間目の45分間で行われました。
　まず市野さんが「学校の建築現場」を題材にして、
登場した 5 名の人物の仕事内容を、画像を通しながら
クイズ方式で説明をしました。児童たちは、市野さん
のヒントを聞いて答えを導き、当たった外れたと盛り
上がりながら建設現場で働く人達の話を興味深く聞き
入っていました。また松戸さんが持って来た、植栽基
盤診断で使用する「長谷川式土壌貫入計」の実物を見
せ、実際に計測する様子も見てもらいました。
　次に墜落制止用器具と腰道具を装着した松戸さんが
登場しました。松戸さんは、ご自身の会社でのSDGs

への取り組みや、女性が活躍できる職場である事を話
し、造園業での働く人達の様子等を分かり易く説明し
ました。今回も松戸さんが身に着けているフルハーネ
スを興味津々に触っている児童がいましたが、命を守
る道具である事を知った時には感じ入った様子でした。
　その後豊田さんが、造園の仕事は公園作るだけでな
く、公園を造る為に必用な材料を作る仕事もあると
いう話を「バラ」を題材にして話しました。バラが
7,000万年前の白亜紀後半の恐竜が絶滅するちょっと
前の遥か昔から存在していた話や、品種改良に使用さ
れた原種のうちの 3 種類、ノイバラ、テリハノイバラ、
ハマナスは日本原産と言う話に児童たちは驚いていま
した。品種の分類の話では、樹形による分類、花の色・
形・香りによる分類がなされている事を話しました。
　最後に市野さんが造園業は建設業の中で唯一生き
物を扱う職業でSDGsに大きく貢献出来る業界である
事を話し、この授業を通し造園業に関心を持っても
らった人の中から、一人でも多くの人が造園業の道
に進んでもらえると嬉しいです、という言葉で締め
くくりました。

（広報委員　豊田祐二）

千葉市立畑小学校　出張授業風景
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